
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  不動産賃貸業を始めたときの届出              

Ｑ：私はサラリーマンですが、今年から不

動産の貸付けを始める予定です。どんな届出

が必要ですか？                                      

                                              

Ａ：次の届出書が必要です。 

【解説】  

個人が新たに不動産の貸付けを始めたとき

は、次の届出書を提出する必要があります。 

①個人事業の開業・廃業届出書 

事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、

開業の日から１か月以内にこの届出書を提出

することが必要です。 

②所得税の青色申告承認申請書 

不動産の貸付けを始めた年分から青色申告を

しようとする場合は、開業の日から２か月以

内(その年の１月15日以前に開業した場合は

３月15日まで)にこの申請書を提出して承認

を受ける必要があります。 

③青色事業専従者給与に関する届出書 

青色事業専従者に給与を支払うこととした

場合には、②の承認申請のほかに、青色事業

専従者給与額を必要経費に算入しようとする

年の３月15日まで（その年の１月16日以後に

開業した人や新たに専従者がいることとなっ

た人は、その開業の日や専従者がいることと

なった日から２か月以内）にこの届出書を提

出する必要があります。 

④所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 

減価償却資産の償却方法を選定する人は、こ

の届出書を提出します。提出期限は、開業し

た年の翌年３月15日までです。この届出をし

ない場合は法定の償却方法になります。 
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